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この頁は、内航海運に関わる関係官庁・団体等の発表資料
を掲載しています。

経団連の内航暫定措置早期解消要望取り上げず
～全国規模の規制改革要望への内閣府規制改革推進本部の対応～

　内閣府の規制改革推進本部はこのほど、本年６月１日から同２９日間に構造改革特区
（第１１次提案）及び地域再生（第５次提案）とあわせて受け付けた全国で実施すべき
規制改革に関する要望について検討した結果、規制改革会議で取り上げて継続的に調査審議
するものとして５事項を対象に絞り込んだ。内航海運に対する要望としては、日本経団連
から「内航海運暫定措置事業の早期解消」が提出されており、その成り行きが注目されて
いたが、５事項の中にはこれを含めて内航海運に関する事項は盛り込まれなかった。
　今回の規制改革推進本部の募集に対しては、民間事業者団体や地方公共団体から４４５項目
の要望が寄せられたが、このうち５７項目が検討対象にならないとされ、対象となった
３８８項目のうち
　　①要望提出後これまでに具体的な措置がされた事項
　　②３ヵ年計画で措置が明示されている事項
　　③現行制度下で対応可能な事項
　　④既に要望を満たしていると考えられる事項
　　⑤平成２０年度までの実施には至らなかったものの
　　⑥今後検討する事項
　　⑦規制改革会議で取り上げて継続して調査審議する予定の事項
、など３８３事項が対象から外された。
　内航海運に関しては、暫定措置の早期解消要望以外に経団連から
　　①船舶の検査内容の簡素化及び弾力的運用
　　②船舶職員法と船員法における定員基準の緩和
　　③限定近海区域における内航船の航行基準の緩和
　　④錨地における警戒船配備の緩和
　　⑤休祭日における危険物荷役許可の変更手続きの対応
、石油化学工業協会から
　　①内航船の沿海区域の拡張
　　②内航ケミカルタンカーに従事する船員の国籍フリー化
　　③汚染分類Ｘ類及び高粘性・凝固性Ｙ類の荷役後のケミカル船タンクの予備洗浄と
　　　廃液回収検査の自主検査化
　　④汚染分類Ｘ類及び高粘性・凝固性Ｙ類の荷役後のケミカル船タンクの予備洗浄と
　　廃液回収作業の規制緩和
、日本船主協会から
　　①船舶の建造許可に当っての手続きの一層の簡素化
　　②内航輸送用トレーラ・シャーシの車検制度の緩和
　　③内航船の航行区域拡大の検討
、などの要望が提出されていた。
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　これら内航海運に対する要望事項については、所管官庁の国土交通省が７月と８月に
回答をまとめており、中でも経団連からの暫定措置事業の早期解消要望に対しては、次の
ように回答していた。
（１）　暫定措置事業は、納付金と交付金の収支のタイムラグが発生するため、その不足
　　　　分を借入金によって補うものであることから、事業収支が相償い終了するまで
　　　　には相当程度の期間を要するものと考えている。
（２）　平成１０年度の事業開始以来、これまでに船腹量が約２割減少して船腹需給は
　　　　均衡してきており、今後は老朽船の代替建造を中心とした船舶の建造の増加が
　　　　見込まれ、平成１８年度にあっては、建造申請が１００隻を超え大幅増となる
　　　　など、中期的には事業の収支状況は安定していくものと考えている。
（３）　暫定措置事業の円滑かつ着実な実施のためには、納付金の安定的な確保が肝要で、
　　　　内航船舶の代替建造促進を図ることが不可欠。現在、代替建造推進アクション
　　　　プランに基づき、内航海運のビジネスモデルの推進をはじめ、内航海運に関わる
　　　　幅広い関係者と連携・協力して関係施策を推進し、代替建造促進を強力に進めて
　　　　いるが、さらに、同事業に必要な資金の一部に対して政府保証を行い、資金面に
　　　　おいても事業が円滑かつ着実に実施するよう支援している。
　規制改革推進本部では引続き本年１０月１５日から１１月１４日までの間、構造改革
特区における規制の特例措置の提案及び全国で実施すべき規制改革の要望を同時に募集
しており、提出された要望事項に対しては関係省庁との調整の後、平成２０年２月を目途に
一定の結論を出すことを予定している。


